
令和８年４月に向けた 
横浜市民間保育所 整備が必要な地域一覧 

 
 
 
 
 
 
 
重点整備地域 

区 対象エリア 区 対象エリア 

磯子 

【新杉田駅（駅徒歩 12 分圏内）】 
杉田一～五丁目、新杉田町、中原

二丁目及び四丁目 

戸塚 

【戸塚駅（駅徒歩 12 分圏内）】 
吉田町、戸塚町[① ＪＲ線線路

より東側 ② 国道１号（旧東海
道）より西側（ただし、バスセ

ンター前交差点から戸塚小学校
入口交差点までの商業及び近隣

商業地域を除く） ③ 戸塚小学
校入口交差点より南側]、矢部

町、上倉田町 
 
整備が必要な地域 

区 対象エリア 区 対象エリア 

旭 

【二俣川駅（駅徒歩５分圏内）】 

二俣川１～２丁目、本村町、本宿
町、さちが丘 

港北 

【日吉駅周辺】 

 箕輪町一～三丁目、日吉本町一丁
目、日吉駅から徒歩５分圏内の日

吉一～四丁目 

栄 
【大船駅周辺】 

笠間一～五丁目 
 

 

 

 

 

 

 

※整備の際の定員構成については、敷地規模や地域の実情等を踏まえて横浜市との協議に応

じていただきます。なお、保育ニーズの高い１歳児枠を確保するために、０歳児定員は原

則設けないこととします。 

令和７年６月更新 

【お問合せ先】 
＜整備が必要な地域に関すること＞            ＜設備基準や申請に関すること＞ 

担当部署：こども青少年局保育対策課            担当部署：こども青少年局こども施設整備課 
電話番号：045-671-4469                        電話番号：045-671-4146 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kd-hoikutaisaku@city.yokohama.lg.jp ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kd-koseibi@city.yokohama.lg.jp 

取消し線の地域は、一次募集で整備が決定したエリアです。 
なお、事業申請から採択・開所までに要する期間を考慮すると、確実に令和８年４月に開所す
ることが難しいため、二次募集は実施しません。色付きの地域は、中長期的な保育ニーズへの
対応のため、引き続き物件の情報提供をお願いします。 


